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【参考統計】 「令和６年能登半島地震」 復旧等工事の労働災害
件数(月別・累計)の推移 （建設業全体の災害のうち地震関連工事の内訳）

◆ 発災直後は、ライフライン復
旧工事や仮設住宅新築工事等
での災害発生により、復旧等
工事が増加した。

◆ 工事が本格化し始めた令和６
年４月以降、復旧等工事の災
害件数がさらに増加し、建設
業災害全体に占める割合も、
令和６年12月以降、全体の３
割を超えた。

◆ 令和６年９月～令和７年２月
は、１か月あたり人数が６～
８人で推移していたが、令和
７年３月以降、解体工事での
災害減少に伴い、復旧等工事
全体の災害も減少傾向に転じ、１か月あたり３～５人で推移。

◆ 公費解体の完了目標であった令和７年10月末以降の解体工事の施工数減少により、解体工事での災害及び復旧等工
事全体の災害はさらに減少。令和７年11月以降は１か月あたり１～２件の推移だったが、令和８年２月は４件発生。

◆ 復旧等工事のうち解体工事における災害件数の内訳（年別及び半期別）
・令和６年：２９人 【 上期(１～６月)：４人 → 下期(７～12月)：25人 】

・令和７年：３６人 【 上期(１～６月)：24人 → 下期(７～12月)：12人 】

◆ 令和６年９月～11月に３か月連続で死亡災害が発生。それ以降は、14か月連続で死亡災害０件を更新してきたが、
令和８年２月に、１５か月ぶりに死亡災害が発生した。（発災後累計：４件目）

◆ 今後、一部未完了の大規模の公費解体及びその他の本格的な復旧・復興工事の増加に伴う災害増加も懸念される。 2



【参考統計】 「令和６年能登半島地震」 復旧工事の労働災害
の内訳（「事故の型別」内訳及び「工事現場の種別」の内訳）

◆ 墜落・転落災害が最も多く44.0％を占めており、屋根の端

・梁からの墜落、脚立・はしごからの転落、トラック・ダ

ンプの荷台からの転落等が多い。

◆ はさまれ、巻き込まれ災害が２番目に多く、11.9％を占め

ており、建設機械への挟まれ事案及び敷鉄板への足の挟ま

れ事案等が複数発生している。

◆ 転倒災害が３番目に多く、10.1％を占めており、廃材等の

運搬作業中の転倒が複数発生している。

◆ 家屋解体(公費解体等)工事の災害が最も多く、工事本格

化に伴い災害も増加し、ピークの令和7年3月以降、全体

の6割を超えている。公費解体の完了目標の令和7年10月

以降、一部の大規模解体を除き収束。

◆ 仮設住宅工事及び公費解体工事が一段落する一方で、道

路・河川・山林の復旧対策等の土木工事は継続して施工

され、災害も相対的に増加傾向となっており、２番目に

多い12.8％を占めている。 3



「令和６年能登半島地震」復旧工事における
重篤な労働災害事例（死亡及び休業3か月以上） ①

発 生 状 況 （災害イメージ図）

【災害防止のポイント】
起因物事故の型

年
齢

業 種
休
業
等

発
生
年
月

屋根・外壁改修工事において、屋根上でコン
パネ下地施工中に、余剰のコンパネとともに
資材用の昇降機に同乗して降りたところ、下降
途中でコンパネが跳ね、その衝撃で昇降機から
墜落し、両足を負傷した。
▶ 資材運搬用の昇降機に、人は乗らない
（人は適正な昇降設備を設置・使用）
▶ 安全ブロック及び墜落制止用器具
(安全帯)の使用

▶ 高所作業に係る作業計画の周知・教育
▶ 作業責任者の作業指揮・監視

木材、
竹材

墜落、転落
50

代

木造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

９
か
月

令
和
６
年

２
月

埋設排水管の修繕工事において、修繕作業中に被災者が重機
で誤って切断した電気配線及び配管を復旧していた際に、配管を
揺さぶったところ、掘削した法面が崩れて土砂
に埋まり、背部等を骨折した。

▶ 地山・地層の状況を事前確認
▶ 地山の状況に応じた崩壊防止措置
（土止め支保工など）

▶ 堀削及び溝内での作業計画の周知・教育
▶ 作業責任者の作業指揮・監視

地山、
岩石

崩壊、倒壊
20
代

建築設備
工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

12
か
月

令
和
６
年

２
月
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「令和６年能登半島地震」復旧工事における
重篤な労働災害事例（死亡及び休業3か月以上） ②

発 生 状 況 （災害イメージ図）

【災害防止のポイント】
起因物事故の型

年
齢

業 種
休
業
等

発
生
年
月

パイプライン復旧作業現場において、敷鉄板の継ぎ目付近を被
災者が歩いていたところ、トラックの通行により敷鉄板が浮き上
がり、片足が敷鉄板の下敷きになった。

▶ 仮設の通路は、段差、隙間、滑動等
がないよう養生

▶ 通路に目立つように注意喚起表示
▶ 重機が通行する際は、安全な位置
及び距離を確保

トラック
はさまれ、
巻き込まれ

30

代

その他
建設業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

３
か
月

令
和
６
年

３
月

仮設住宅建築工事現場において、被災者が、現場搬入資材を
確認後、事務所に戻る際、地面の段差
で体勢を崩し、足首を負傷した。

▶ 安全通路の確保
（幅、路面、段差、障害物など）
▶ 通路に目立つように注意喚起表示
▶ 現場内を通行する際は、足元及び
周囲に注意

作業床、
歩み板

転倒
20

代

建築設備
工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

３
か
月

令
和
６
年

４
月

5



「令和６年能登半島地震」復旧工事における
重篤な労働災害事例（死亡及び休業3か月以上） ③

発 生 状 況 （災害イメージ図）

【災害防止のポイント】
起因物事故の型

年
齢

業 種
休
業
等

発
生
年
月

仮設住宅工事現場において、天井に部材取り付け作業中、
はしごを上る途中で体勢を崩し、約２ｍの高さ
から墜落して背部を負傷した。

▶ 天井面の作業の際は安全な作業位置、作業
体勢の確保（確保困難な場合は、うま足場、
移動式足場、高所作業車等の使用）

▶ 移動はしごの適正な設置(転位防止措置、
構造、強度、勾配、踏み面等）

▶ 高さ2ⅿ以上の場合は、墜落防止措置、墜落
制止用器具(安全帯)等の使用

はしご等墜落、転落
60

代

木造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

３
か
月

令
和
６
年

４
月

木造家屋解体作業現場において、解体中の建物の外部足場を
被災者が昼休憩のため下りようとしたところ、足を踏み外して
転落し足首を負傷した。
▶ 墜落防止設備
（足場・作業床、手すり等）
▶ 防網の設置、親綱・安全ブロック・
墜落制止用器具（安全帯）等の使用

▶ 適正な昇降設備の設置
（設置場所、踏み桟、手すり・中さん等）
▶ 高所作業に係る作業計画の周知・教育

足場墜落、転落
30

代

木造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

３
か
月

令
和
６
年

４
月
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「令和６年能登半島地震」復旧工事における
重篤な労働災害事例（死亡及び休業3か月以上） ④

発 生 状 況 （災害イメージ図）

【災害防止のポイント】
起因物事故の型

年
齢

業 種
休
業
等

発
生
年
月

仮設住宅工事現場において、建方用の木材をクレーンで梁の上
に仮置きする作業中に、梁の上に立って、部材の荷受け作業を
行っていたところ、体勢を崩して墜落し、踵を負傷した。
▶ 墜落防止設備
（足場・作業床、手すり等）
▶ 防網の設置、親綱・安全ブロック・
墜落制止用器具（安全帯）等の使用

▶ 適正な昇降設備の設置
（設置場所、踏み桟、手すり・中さん等）
▶ 高所作業に係る作業計画の周知・教育

屋根、
はり、
もや、
けた、
合掌

墜落、転落
30

代

木造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

８
か
月

令
和
６
年

４
月

仮設住宅工事現場において、休憩所から現場に向かって、敷鉄
板の継ぎ目付近を被災者が歩いていたところ、トラックが通過し
た際に、鉄板の端が浮き上がり、足が
敷鉄板の下敷きになり負傷した。
▶ 仮設の通路は、段差、隙間、滑動等
がないよう養生

▶ 通路に目立つように注意喚起表示
▶ 重機が通行する際は、安全な位置
及び距離を確保

金属材料
はさまれ、
巻き込まれ

30

代

木造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

４
か
月

令
和
６
年

６
月
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「令和６年能登半島地震」復旧工事における
重篤な労働災害事例（死亡及び休業3か月以上） ⑤

発 生 状 況 （災害イメージ図）

【災害防止のポイント】
起因物事故の型

年
齢

業 種
休
業
等

発
生
年
月

道路復旧工事現場において、被災者が二連はしご上で倒木の
ツルを切断していたところ、枝がはねて体に
当たって体勢を崩し、はしごから飛び降りて
道路上に着地した際に両足首を負傷した。
▶ 安全な作業位置・体勢の確保
▶ 高さ2ｍ以上の場合は、墜落制止用器具
(安全帯)等の使用

▶ 脚部に滑り止め
▶ 転位防止措置（先端部の固定）
▶ 安全な立て掛け勾配(75°程度）

はしご等激突
30

代

道路建設
工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

３
か
月

令
和
６
年

８
月

木造家屋解体作業現場において、屋根上で雨樋の状況を確認し
ていたところ、雨が降ってきたため、足元が滑って墜落し、足を
負傷した。
▶ 墜落防止設備(足場・作業床、手すり等)
▶ 防網の設置、親綱・安全ブロック・
墜落制止用器具(安全帯)等の使用

▶ 耐滑性のある靴などの着用
▶ 高所作業に係る安全作業計画の周知
・教育
▶ 作業責任者の作業指揮・監視

屋根、
はり、
もや、
けた、
合掌

墜落、転落
40

代

木造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

15
か
月

令
和
６
年

９
月
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「令和６年能登半島地震」復旧工事における
重篤な労働災害事例（死亡及び休業3か月以上） ⑥

発 生 状 況 （災害イメージ図）

【災害防止のポイント】
起因物事故の型

年
齢

業 種
休
業
等

発
生
年
月

木造家屋解体作業現場において、瓦下ろし作業後、下に降りるた
め、墜落制止用器具（安全帯）のフックを一旦外して掛け直す際
に、雨で濡れて滑り易くなっており、足を
滑らせて墜落し、肩と臀部を負傷した。
▶ 墜落防止設備(足場・作業床、手すり等)
▶ 防網の設置、親綱・安全ブロック・
墜落制止用器具（２丁式）等の使用

▶ 耐滑性のある靴などの着用
▶ 高所作業に係る安全作業計画の周知・教育
▶ 作業責任者の作業指揮・監視

屋根、
はり、
もや、
けた、
合掌

墜落、転落
70

代

木造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

３
か
月

令
和
６
年

９
月

トンネル復旧工事において、「令和６年奥能登豪雨」により、
トンネル周囲の地山が崩落する土砂崩れが発生し、被災者が行方
不明となった。翌日の捜索により、倒れたトラックの下敷きに
なっている状態で発見され、死亡を確認。
▶ 地震・大雨等の影響による地山の緩み等の
の可能性も考慮し、作業計画策定

▶ 地山崩壊・土石落下のおそれのある場合、
土止支保工、防網、浮石除去、立入禁止等

▶ 地山の点検者指名、監視者配置等、点検
頻度を高め、異常の早期発見に努める

▶ 強風、大雨、大雪による危険が予想され
る場合は作業中止

地山、
岩石

崩壊、倒壊
50

代

トンネル
建設工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

死

亡

令
和
６
年

９
月
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「令和６年能登半島地震」復旧工事における
重篤な労働災害事例（死亡及び休業3か月以上） ⑦

発 生 状 況 （災害イメージ図）

【災害防止のポイント】
起因物事故の型

年
齢

業 種
休
業
等

発
生
年
月

木造家屋の解体作業現場において、廃材の集積・撤去作業中、
ダンプの荷台から降りる際に、荷台後方の端
から転落して、頸部等を負傷した。

▶トラックで荷の積み卸し作業の際は、安全
な昇降設備（踏み台、ステップ等）を設置
▶ トラックの荷台上・周辺で墜落・転落の
おそれのある場所での作業は保護帽使用

（最大積載量２ｔ以上は昇降設備の設置及び
保護帽の着用は義務）

トラック墜落、転落
50

代

木造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

４
か
月

令
和
６
年

10
月

木造家屋の解体作業現場において、道具を取り出すため、廃棄
物運搬用のトラックの運転席後部と荷台の間の構台に乗ったとこ
ろ、体勢を崩して荷台内側に墜落し、荷台内にあった屋根瓦に側
頭部が激突し死亡した。
▶ 安全な作業床（幅、奥行等）の確保
（不安全な場所には乗らない）

▶ 高さ２mの墜落危険のある場所では、墜落
制止用器具（安全帯）の使用

▶ トラックの荷台上及び周辺で墜落・転落の
おそれのある場所で作業する場合は保護帽
を使用（最大積載量２ｔ以上は着用義務）

トラック墜落、転落
70

代

木造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

死

亡

令
和
６
年

10
月
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「令和６年能登半島地震」復旧工事における
重篤な労働災害事例（死亡及び休業3か月以上） ⑧

発 生 状 況 （災害イメージ図）

【災害防止のポイント】
起因物事故の型

年
齢

業 種
休
業
等

発
生
年
月

学校の雨漏り補修工事で、厨房の屋上で防水材塗布作業中、昇
降設備(移動はしご)から地上に降りようとした
際、足を踏み外して体勢を崩し、地上へ転落
し、背部、頭部を強打し負傷した。
移動はしごを昇降設備で使う場合、
▶ 転位防止措置
（脚部に滑り止め、先端部の固定）
▶ 安全な勾配(75°程度）
▶ 先端部の突き出し60㎝以上
▶ 安全ブロック及び墜落制止
用器具(安全帯)の併用

はしご等墜落、転落
70

代

鉄骨・鉄筋
コンクリート

造家屋建築
工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

３
か
月

令
和
６
年

10
月

木造家屋解体作業現場において、２階の屋根瓦を撤去する作業
中、雨が降って濡れていたたため、足を滑らせて１階の土間コン
クリートに墜落し、腰背部を負傷した。
▶ 墜落防止設備(足場・作業床、手すり等)
▶ 防網の設置、親綱・安全ブロック・
墜落制止用器具(安全帯)等の使用

▶ 耐滑性のある靴などの着用
▶ 高所作業に係る安全作業計画の周知
・教育
▶ 作業責任者の作業指揮・監視

屋根、
はり、
もや、
けた、
合掌

墜落、転落
40

代

木造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

３
か
月

令
和
６
年

10
月

11



「令和６年能登半島地震」復旧工事における
重篤な労働災害事例（死亡及び休業3か月以上） ⑨

発 生 状 況 （災害イメージ図）

【災害防止のポイント】
起因物事故の型

年
齢

業 種
休
業
等

発
生
年
月

木造家屋の解体作業現場において、廃材を入れたフレコンバッ
グを、解体用つかみ機で吊って移動させようとして、つかみ機の
爪にフレコンバッグの紐を掛けていた作業員が、頭部をつかみ機
に挟まれ死亡した。
▶ 原則として機械の用途外使用禁止
(荷の吊り上げは移動式ｸﾚｰﾝ又はｸﾚｰﾝ機能
付ﾊﾞｯｸﾎｳ等を使用

▶ 物体の飛来・激突等の危険のおそれのあ
る範囲は立入禁止(誘導者も立入禁止)

▶ 安全な作業計画(作業方法等)の策定及び
適切な資格者・誘導者等の配置

解体用
機械

はさまれ、
巻き込まれ

70

代

木造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

死

亡

令
和
６
年

11
月

木造家屋の解体作業現場において、屋根瓦の撤去準備作業を
行っていた作業員が、屋根上で立ち上がったところ体勢を崩し、
屋根の端から墜落して停車中のダンプに激突
した後、地面に転落して頭部等を負傷した。

▶ 墜落防止設備(足場・作業床、手すり等)
▶ 防網の設置、親綱・安全ブロック・
墜落制止用器具(安全帯)等の使用

▶ 耐滑性のある靴などの着用
▶ 高所作業に係る安全作業計画の周知・教育
▶ 作業責任者の作業指揮・監視

屋根、
はり、
もや、
けた、
合掌

墜落、転落
50

代

木造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

12
か
月

令
和
６
年

12
月

12



「令和６年能登半島地震」復旧工事における
重篤な労働災害事例（死亡及び休業3か月以上） ⑩

発 生 状 況 （災害イメージ図）

【災害防止のポイント】
起因物事故の型

年
齢

業 種
休
業
等

発
生
年
月

木造家屋の解体工事において、重機のメンテナンスのため、アタッ
チメントの交換作業をしていたところ、誤ってバケットを落下させてし
まい、足が挟まれて負傷した。
▶ 物体の飛来・落下・激突等の危険のおそれ
のある範囲は、原則立入禁止

▶ 危険範囲に入らざるを得ない場合は、囲い
・覆い・安全ブロック等を使用

▶ 安全確保及び非常時に退避できる位置、体
勢で作業

▶ 安全な作業計画(作業方法・手順等)策定

解体用
機械

激突され
40

代

木造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

６
か
月

令
和
７
年

１
月

木造倉庫の解体工事において、屋根上で屋根瓦の撤去作業行っ
ていたところ、足元の老朽・損傷していた屋根を踏み抜いて、地
上の土間に墜落して肘・手首等を負傷した。

▶ 墜落防止設備(足場・作業床、手すり等)
▶ 防網の設置、親綱・安全ブロック・墜落
制止用器具(安全帯)等の使用

▶ 踏み抜き等のおそれのある場所では、
歩み板、防網(水平ネット)の設置

▶ 高所作業に係る安全作業計画の周知・教育
▶ 作業責任者の作業指揮・監視

屋根、
はり、
もや、
けた、
合掌

墜落、転落
20

代

木造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

６
か
月

令
和
７
年

２
月
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「令和６年能登半島地震」復旧工事における
重篤な労働災害事例（死亡及び休業3か月以上） ⑪

発 生 状 況 （災害イメージ図）

【災害防止のポイント】
起因物事故の型

年
齢

業 種
休
業
等

発
生
年
月

木造家屋の解体工事において、屋根の上で瓦めくり作業を行ってい
た際に、休憩のため屋根から降りようとして、梯子に足を掛けたところ、
梯子を立て掛けていた軒が老朽化により崩れて傾いたため体勢を崩し
て、地面に足から墜落して負傷した。
▶ 移動はしご（昇降設備）の固定場所及び
転位防止(脚部・先端部）の設置場所の確認

▶ 踏み抜き、腐食、損傷等のおそれのある場所
では、補強措置又は歩み板、防網等の設置

▶ 親綱・安全ブロック・墜落制止用器具(安全
帯)等の使用

▶ 安全作業計画の周知・教育

はしご等墜落、転落
40

代

木造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

３
か
月

令
和
７
年

２
月

木造家屋の解体工事において、壁面部分を壊していたところ、
別の壁面が道路側に倒れそうになったため、壁を支えようとした
が支えきれず、倒壊した壁の下敷きになり、
足を負傷した。
▶ 解体対象物に倒壊のおそれがある時は、控え
・囲い等の設置、倒壊スペースの確保

▶ 倒壊のおそれのある範囲には立ち入らない
▶ 対象物の形状・損傷状況、周囲環境等の事前
調査に基づく作業計画策定及び周知・教育

▶ 作業責任者の作業指揮・監視

建築物、
構築物崩壊、倒壊

70

代

木造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

３
か
月

令
和
７
年

２
月
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「令和６年能登半島地震」復旧工事における
重篤な労働災害事例（死亡及び休業3か月以上） ⑫

発 生 状 況 （災害イメージ図）

【災害防止のポイント】
起因物事故の型

年
齢

業 種
休
業
等

発
生
年
月

木造家屋の解体工事において、大屋根において安全対策用の防網
の撤収作業をしていたところ、瓦撤去後の屋根面で足を滑らせて小屋
根に一旦転落した後、地面に墜落し、足を負傷
した。
▶ 防網の設置、親綱・安全ブロック・墜落
制止用器具(安全帯)等の使用

▶ 耐滑性のある靴などの着用
▶ 高所作業に係る安全作業計画の周知・教育
（撤収時の作業方法・手順も含む）

▶ 作業責任者の作業指揮・監視

屋根、
はり、
もや、
けた、
合掌

墜落、転落
40

代

木造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

３
か
月

令
和
７
年

３
月

廃棄物処分場内の道路舗装工事において、養生鉄板をダンプに
積み込む作業中、ドラグ・ショベル（バックホウ）のバケット部
分のフックに鉄板を吊り下げて荷台に降ろす際、鉄板に近付いた
ところ、鉄板の端が荷台に当たり、横滑りした鉄板と荷台の隅と
の間に足を挟まれて負傷した。
▶ 吊った荷の直下及び振れ・回転・落下
等のおそれのある範囲は原則立入禁止

▶ 非常時に退避できる位置、体勢で作業
▶ 安全な作業計画(方法・手順等)の策定
▶ 原則として機械の用途外使用は禁止
（荷の吊り上げは、移動式ｸﾚｰﾝ又は
ｸﾚｰﾝ仕様ﾊﾞｯｸﾎｳ等を使用）

掘削用
機械

はさまれ、
巻き込まれ

70

代

道路建設
工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

３
か
月

令
和
７
年

４
月
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「令和６年能登半島地震」復旧工事における
重篤な労働災害事例（死亡及び休業3か月以上） ⑬

発 生 状 況 （災害イメージ図）

【災害防止のポイント】
起因物事故の型

年
齢

業 種
休
業
等

発
生
年
月

木造家屋の解体工事において、解体用機械を使用して解体作業を
行っていたところ、操作を誤って、作業員がいる方向に柱を倒してしま
い、倒れた柱が作業員に激突し、後頭部及び頸部を負傷した。
▶ 解体用機械への接触又は解体する構造
物、部材等が倒壊・飛来・落下する等
のおそれのある範囲は立入禁止

▶ 非常時に退避できる位置、体勢
で作業・待機等

▶ 誘導員・監視員の配置
▶ 安全な作業計画(方法・手順等)の策定

解体用
機械

激突され
40

代

木造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

６
か
月

令
和
７
年

４
月

木造家屋の解体工事において、壁に立て掛けた移動はしごの上に
乗って、壁面のバラシ作業を行っていたところ、はしごの脚部が後方に
滑り、はしごと一緒に地面まで滑り落ちて手首を負傷した。
移動はしごに乗って、作業を行う場合、
▶ 安全かつ適正な設置場所(安全確保困難
な場合は、うま足場、移動式足場、高所
作業車等の使用）

▶ 転位防止措置
（脚部の滑り止め、先端部の固定）

▶ 高さ2ⅿ以上の場合は、墜落防止措置、
墜落制止用器具(安全帯)等の使用

はしご等墜落・転落
30

代

木造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

３
か
月

令
和
７
年

５
月
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「令和６年能登半島地震」復旧工事における
重篤な労働災害事例（死亡及び休業3か月以上） ⑭

発 生 状 況 （災害イメージ図）

【災害防止のポイント】
起因物事故の型

年
齢

業 種
休
業
等

発
生
年
月

木造家屋の解体工事において、浄化槽の上に乗って、上部の蓋を
外す作業を行っていたところ、蓋を外した際に乗っていた浄化槽
の天井面が割れ、浄化槽の中に転落して腰部と足首を負傷した。

▶ 老朽化した構造物等の上で作業又は移動
する場合、歩み板（足場板）等を設置

▶ 安全な作業位置、作業体勢の確保
▶ 墜落・転落・踏み抜き等のおそれのある
場合は、墜落防止措置、墜落制止用器具
(安全帯)等の使用

▶ 対象物の構造・材質・劣化状況等を踏ま
えた安全な作業計画の策定

その他の
装置、
設備

墜落・転落
30

代

木造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

６
か
月

令
和
７
年

６
月

建築物の解体工事において、足場の外周にシートを張るために、
単管の上に乗って作業を行っていたところ、
足を滑らせて転落し、下段の単管に脇腹を
強く打ち付けた後、地面に墜落し負傷した。
▶ 安全な作業場所(足元)の確保
▶ 作業内容に応じた墜落防止設備
（足場・作業床、手すり等）

▶ 防網の設置、親綱・安全ブロック・
墜落制止用器具（安全帯）等の使用

▶ 安全な作業計画(手順・方法)の策定

足場墜落・転落
50

代

その他の
建設業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

４
か
月

令
和
７
年

６
月
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「令和６年能登半島地震」復旧工事における
重篤な労働災害事例（死亡及び休業3か月以上） ⑮

発 生 状 況 （災害イメージ図）

【災害防止のポイント】
起因物事故の型

年
齢

業 種
休
業
等

発
生
年
月

道路復旧工事の準備のため、ユニット式ハウスを設置後、屋根
上の玉掛用金具を回収しようと、移動はしごを立て掛けて昇降し
ていた際に、体勢を崩して転落し、胸部
及び踵を負傷した。
(梯子の表裏を逆向きに立て掛けていた。)
移動はしごを昇降設備で使う場合、
▶ 安全かつ適正な設置方向・場所
▶ 転位防止措置
（脚部の滑り止め、先端部の固定）
▶ 安全な勾配(75°程度）
▶ 先端部の突き出し60㎝以上

はしご等墜落・転落
50

代

道路建設
工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

３
か
月

令
和
７
年

８
月

木造家屋の解体作業現場において、ブロック塀の解体作業中に、
ドラグ・ショベル(バックホウ)を使用して、塀の端から順番に崩
していたところ、残っていたブロック塀が
倒壊し、塀の前で待機していた作業員が下
敷きとなって胸部、腰部等を負傷した。
▶ 解体対象物に倒壊のおそれがある時は、
倒壊のおそれのある範囲で作業、待機
等は禁止

▶ 対象物の形状・損傷状況等の事前調査
に基づく作業計画策定及び周知・教育

▶ 作業責任者の作業指揮・監視

掘削用
機械

崩壊、倒壊
30

代

木造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

12
か
月

令
和
７
年

９
月
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「令和６年能登半島地震」復旧工事における
重篤な労働災害事例（死亡及び休業3か月以上） ⑯

発 生 状 況 （災害イメージ図）

【災害防止のポイント】
起因物事故の型

年
齢

業 種
休
業
等

発
生
年
月

木造家屋の解体作業現場において、廃材を解体用つかみ機でダ
ンプに積み込む作業中、つかみ機で挟んだ廃材が、トラック運転
席の上部に立っていた作業員の足に
激突し、足を負傷した。
▶ つかんだ荷の振れ・回転・落下等
のおそれのある範囲は立入禁止

▶ 非常時に退避できる位置、体勢
で作業・待機等

▶ 誘導員・監視員の配置
▶ 安全な作業計画(方法・手順等)
の策定

解体用
機械

激突され
20

代

道路建設
工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

３
か
月

令
和
７
年

10
月

木造家屋の解体作業現場において、２階のトイレの壁を解体す
る作業中、手持ち式のはつり機(ブレーカー)を使用して、腰の高
さあたりの壁をはつって薄くした後、手で壁を奥側に押し倒して
崩そうとしたところ、壁が手前側に倒壊し、
足を巻き込まれて下腿部を負傷した。
▶ 解体対象物に倒壊のおそれがある時は、控
え・囲い等の設置、倒壊スペースの確保

▶ 倒壊のおそれのある範囲には立ち入らない
▶ 対象物の形状・損傷状況等の事前調査に基
づく作業計画策定及び周知・教育

▶ 作業責任者の作業指揮・監視

建築物、
構築物

崩壊、倒壊
50

代

木造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

３
か
月

令
和
７
年

10
月
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「令和６年能登半島地震」復旧工事における
重篤な労働災害事例（死亡及び休業3か月以上） ⑰

発 生 状 況 （災害イメージ図）

【災害防止のポイント】
起因物事故の型

年
齢

業 種
休
業
等

発
生
年
月

校舎解体工事の廃材積込作業場で、フレコンバッグに詰め込ん
だ廃材をドラグ・ショベル(バックホウ)で吊り上げてトラックに
積み込む作業中、機体を旋回させたところ、運転席上部に移動中
の作業員にフレコンバッグが激突して
地面に墜落し、手首及び腰部を負傷
した。
▶ 機械の旋回範囲及び吊荷の振れ・回転
・落下等の危険のある場所は立入禁止

▶ 安全確保できる位置で作業・待機
▶ 誘導員・監視員の配置
▶ 安全な作業計画(方法・手順等)の策定

トラック激突され
50

代

鉄骨・鉄筋
コンクリー
ト造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

３
か
月

令
和
７
年

10
月

木造施設の解体作業現場において、２階の窓から１階の屋根上
に廃材を搬出する作業中、休憩のために墜落制止用器具(安全帯)
を外して、建屋内部に戻ろうとしたところ、屋根上に散乱してい
た廃材で足が滑り、玄関屋根に転落した後、
地面に墜落して右手及び胸部を負傷した。
▶ 墜落防止設備(足場・作業床、手すり・防
網等)の設置

▶ 安全な通路・作業床の確保(整理・整頓)
▶ 耐滑性のある靴などの着用
▶ 高所作業に係る安全作業計画の周知・教育
▶ 作業責任者の作業指揮・監視

屋根、
はり、
もや、
けた、
合掌

墜落・転落
40

代

木造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

３
か
月

令
和
７
年

11
月
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「令和６年能登半島地震」復旧工事における
重篤な労働災害事例（死亡及び休業3か月以上） ⑱

発 生 状 況 （災害イメージ図）

【災害防止のポイント】
起因物事故の型

年
齢

業 種
休
業
等

発
生
年
月

木造家屋解体作業現場において、木製板に貼り付けてあるブリ
キ板を取り外す作業中、手でブリキを剥がそうとしたところ、手
元が滑って、ブリキの端で指の腱を切った。

▶ 部材の材質・形状等に応じた保護具
(防刃性・耐切創性のある手袋等)の
着用

▶ 作業方法に応じた用具・治具等の使用
▶ 安全な作業手順・方法の周知・指導

金属材料
切れ、
こすれ

40

代

木造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

３
か
月

令
和
８
年

１
月

学校の解体工事現場において、校舎内にある軽量鉄骨製の間仕
切り壁を解体する作業中、作業の振動で、天井部に残っていた石
膏ボードが、下地材から外れて落下し、
頭部に激突して死亡した。
▶ 物体が飛来・落下するおそれのある
作業範囲は原則として立入禁止

▶ 飛来・落下危険のおそれのある場所
で作業を行う場合は、対象物の除去
又は囲い、覆い、防網等の設置

▶ 安全な作業手順・方法の策定・周知
・教育

▶ 作業責任者の作業指揮・監視

建築物、
構造物飛来、落下

50

代

鉄骨・鉄筋
コンクリー
ト造家屋
建築工事業

（R6能登半島
地震復旧
工事関連）

死

亡

令
和
８
年

２
月
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【参考事例】
「令和６年奥能登豪雨」の復旧工事における死亡災害事例

発 生 状 況 （災害イメージ図）

【災害防止のポイント】
起因物事故の型

年
齢

業 種
休
業
等

発
生
年
月

「令和６年奥能登豪雨」後の道路復旧工事で、民家屋上の倒木
の撤去作業のため、ドラグ・ショベル(バックホウ)で吊られた倒
木を被災者が枝払いしていた際、墜落しそうになったため、運転
者がショベルを動かし、バケットで支えて助けようとしたところ、
当該倒木が被災者に激突し死亡した。

▶ 屋根上作業時は、原則として足場
・手すり等の墜落防止措置
▶ 足場等設置困難な場合、墜落制止
用器具(安全帯)使用

▶ 原則として機械の用途外使用禁止
（移動式ｸﾚｰﾝ又はｸﾚｰﾝ仕様ﾊﾞｯｸﾎｳ等を使用）

掘削用
機械

激突され
70

代

(奥能登
豪雨復旧
工事関連)

道路建設
工事業

死

亡

令
和
６
年

９
月
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【付 録】令和６年奥能登豪雨に学ぶ！
悪天候等の影響による労働災害防止対策等について ①

悪天候時における作業は重大な災害につながるおそれが高く、特に地震の被災地

域においては、地震の影響による地盤の緩み、亀裂等による地山崩壊のリスク並び
に護岸、堤防等の損壊及びがれき、倒木等の流出による河川氾濫のリスク等が高
まっていることも想定されることから、悪天候等の影響による労働災害防止の一層
の徹底が求められています。

被災地における悪天候時等の労働災害防止対策の徹底

「令和６年能登半島地震」の被災地域では、復旧工事等における悪天候時

の災害発生のリスクがより高まっていることに留意する必要があります。

23

悪天候時の災害防止対策や作業中止、作業再開時の点検等を徹底すること及び

緊急時における関係労働者・請負人等（個人事業主、搬入業者、警備員等を含む）
対する緊急連絡体制、避難方法等の確認や危険性又は有害性等の調査（リスクア
セスメント）を改めて実施し、その結果に基づいた災害防止措置を講じた上で作業
を行うようお願いします。



「悪天候等の影響による労働災害防止
対策等について」②

24

（１） 地山の掘削を伴う工事の施工にあたっては、地震、大雨等の影響により地山に緩みが生じている可

能性があることにも十分に留意の上、作業箇所及びその周辺の地山の形状、地質及び地層の状態、

含水及び湧水の状態等を十分に調査し、調査結果を踏まえた作業計画を定める。（令和６年能登半島

地震以前から着工している工事についても、必要に応じ同様の調査・計画策定等を行う。）

【労働安全衛生規則（以下、「安衛則」）第355条】

（２） 明り掘削の作業にあたっては、点検者を指名し、作業箇所及びその周辺の地山を、通常の場合より

頻度を高めて点検し、地山の異常を早期に発見に努めるとともに、必要により地山の状況について監

視者を配置する。 【安衛則第358条】

（３） 明り掘削の作業において、土砂崩壊、土石の落下のおそれのある場合には、あらかじめ堅固な構造

の土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入を禁止する等の措置を講じる。（土止め支保工

の設置作業中等における災害防止にも留意する。） 【安衛則第361条】

１． 土砂崩壊等災害防止対策



「悪天候等の影響による労働災害防止
対策等について」③
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（４） ずい道等の掘削の作業を行うときは、地震、大雨等の影響により地山に緩みが生じている可能性が

あることにも十分に留意の上、掘削に係る地山の形状、地質及び地層の状態等を十分に調査し、調

査結果を踏まえた作業計画を定める。（令和６年能登半島地震以前から着工している工事について

も、必要に応じ同様の調査・計画策定等を行う。） 【安衛則第379条 、第380条】

（５） ずい道等の建設の作業を行う場合に、ずい道等の出入口附近の地山崩壊又は土石の落下により

労働者に危険をおよぼすおそれのあるときは、土止め支保工を設け、防網を張り、浮石を落とす等当

該危険を防止するための措置を講じる。 【安衛則第385条】

（６） その他留意事項

① 日常点検、変状時の点検を確実に行い、斜面の変状に進行があった場合は、施工者、発注者等

は、「安全性検討関係者会議」を開催し、労働災害防止措置の検討を行う。

【斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン】

② 復旧工事等で、地山掘削を伴わない工事でも、斜面近傍で工事をする場合、上記の措置に準じた

事前調査及び点検、土砂崩壊等防止の措置を徹底する。



「悪天候等の影響による労働災害防止
対策等について」④
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（注） 「土石流危険河川」とは、降雨、融雪又は地震に伴い土石流が発生するおそれのある以下の河川

・作業場所の上流側の流域面積が0.2ｋ㎡以上であって、上流側0.2㎞における平均河床勾配が3度以上

・市町村が「土石流危険渓流」として公表

・都道府県又は市町村が「崩壊土砂流出危険地区」として公表

２．土石流災害防止対策 （土石流危険河川(注) における建設工事）

（１） 土石流危険河川において作業を行うときは、作業場所から上流の河川の形状、周辺における崩壊

地の状況等を十分に調査・記録の上、降雨、融雪、地震発生の場合の対応を含めた災害防止規程

を定める。 【安衛則第575条の９ 、第575条の10】

（２） 土石流危険河川において作業を行うときは、作業開始前24時間前及び作業開始後1時間ごとの降

雨量を雨量計等により把握・記録し、降雨による土石流発生のおそれのあるときは、監視人の配置等

土石流発生を早期把握させる。

土石流による災害発生の窮迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業員を安全な場所に

退避させる。 【安衛則第575条の11 、第575条の12 、第575条の13】



「悪天候等の影響による労働災害防止
対策等について」⑤
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（３） 土石流が発生した場合のための警報用設備、避難用設備の設置及び点検

を実施し、警報及び避難の方法等を労働者に十分周知する。

【安衛則第575条の14 、安衛則第575条の15】

（４） その他留意事項

復旧工事等で、「土石流危険河川」以外の河川及び周辺において工事を行う場合においても、

上記の措置に準じた事前調査及び監視、土石流災害防止の措置を徹底する。

３．強風、大雨、大雪等の悪天候のため(注) 危険が予想されるときに、「作業中止」等をしな
ければならない作業

（注1） 「強風」とは、１０分間の平均風速が毎秒１０m 以上の風

（注2） 「大雨」とは、１回の降雨量が５０ｍｍ以上の降雨

（注3） 「大雪」とは、１回の降雪量が２５cm 以上の降雪

（注4） 「悪天候のため」には、気象注意報または気象警報が発せられ悪天候となることが予想される場合を含む

（１） 高さが２ｍ以上の箇所で行う作業 【安衛則第522条】



「悪天候等の影響による労働災害防止
対策等について」⑥
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（２） つり足場、張出し足場又は高さが２ｍ以上の構造の足場の組立て、解体、

変更の作業 【安衛則第564条】

（３） 型わく支保工の組立て又は解体の作業 【安衛則第245条】

（４） 作業構台の組立て、解体又は変更の作業 【安衛則第575条の７】

（５） 建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが５ｍ以上である

ものに限る)の組立て、解体又は変更の作業 【安衛則第517条の３】

（６） 橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが５ｍ以上であるもの又

は当該上部構造のうち橋梁の支間が30ｍ以上である部分に限る)の架設、解体又は変更の作業

【安衛則第517条の７】

（７） 軒高さが５ｍ以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の

取付けの作業 【安衛則第517条の11】

（８） コンクリート造の工作物(その高さが５ｍ以上であるものに限る)の解体又は破壊の作業

【安衛則第517条15】

（９） 橋梁の上部構造であって、コンクリート造のもの(その高さが５ｍ以上であるもの又は当該上部構造

のうち橋梁の支間が30ｍ以上である部分に限る)の架設、解体又は変更の作業 【安衛則第517条の21】



「悪天候等の影響による労働災害防止
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（10） 解体用機械を用いる作業 【安衛則第171条の６】

（11） ジャッキ式つり上げ機械を用いた荷のつり上げ、つり下げ等の作業 【安衛則第171条の６】

（12） 車両系木材伐出機械を用いる作業 【安衛則第151条の106】

（13） クレーンの組立て又は解体の作業 【クレーン等安全規則（以下、「クレーン則」）第33条】

（14） 移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業 【クレーン則第75条の２】

（15） デリックの組立て又は解体の作業 【クレーン則第118条】

（16） 屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業

【クレーン則第153条】

（17） 建設用リフトの組立て又は解体の作業 【クレーン則第191条】

（18） ゴンドラを使用する作業 【ゴンドラ安全規則（以下、「ゴンドラ則」）第19条】

４．強風のため危険が予想されるときに、「作業中止」等をしなければならない作業

（１） クレーンに係る作業 【クレーン則第31条の２】

（２） 移動式クレーンに係る作業 【クレーン則第74条の３】

（３） デリックに係る作業 【クレーン則第116条の2】



「悪天候等の影響による労働災害防止
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５．暴風時(注）に「危険防止措置」を講ずる必要がある特定機械等

（注） 「暴風時」とは、瞬間風速が毎秒30ｍをこえる風、又は瞬間風速が毎秒35ｍをこえる風が

吹くおそれのあるとき

（１） 瞬間風速が毎秒30ｍをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されている走行クレーンに

逸走防止装置を作用させる等の逸走防止措置 【クレーン則第31条】

（２） 瞬間風速が毎秒30ｍをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されているデリックに、ブー

ムをマスト又は地上の固定物に固縛する等のブームの動揺によるデリックの破損防止措置

【クレーン則第116条】

（３） 瞬間風速が毎秒35ｍをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されているエレベーターに

控えの数を増す等の倒壊防止措置 【クレーン則第152条】

（４） 瞬間風速が毎秒35ｍをこえる風が吹くおそれのあるときは、建設用リフト(地下に設置されている

ものを除く)に控えの数を増す等の倒壊防止措置 【クレーン則第189条】
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６．強風、大雨、大雪等の悪天候の後に、若しくは中震以上の地震 (注) の後に、「点検」を
しなければならない作業．

（注） 「中震以上の地震」とは、震度階級４以上の地震

（１） 足場における作業（点検者を指名、足場の各部分の点検）

【安衛則第567条第２項、安衛則第655条】

（２） 作業構台における作業（点検者を指名、構台の各部分の点検）

【安衛則第575条の８第２項 、安衛則第655条の２】

７．強風、大雨、大雪等の悪天候の後に 、「点検」をしなければならない作業

（１） ゴンドラを使用する作業（装置等の点検） 【ゴンドラ則第22条第２項】

８．大雨の後及び中震以上の地震の後に、「点検」をしなければならない作業等

（１） 明かり掘削の作業（点検者を指名、作業箇所・地山の点検） 【安衛則第358条】

（２） 採石作業（点検者を指名、作業箇所・地山の点検） 【安衛則第401条】

（３） 土止め支保工（支保工の部材等の点検） 【安衛則第373条】
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９．暴風 （瞬間風速が毎秒30メートルを超える風）の後に、又は中震以上の震度の地震の後に、
「点検」をしなければならない作業

（１） クレーンを用いた作業（クレーン各部分の点検、屋外設置が対象） 【クレーン則第37条】

（２） デリックを用いた作業（デリック各部分の点検、屋外設置が対象） 【クレーン則第122条】

（３） エレベーターを用いた作業（エレベーター各部分の点検、屋外設置が対象）

【クレーン則第156条】

（４） 建設用リフトを用いた作業（リフトの各部分の点検、地下設置は除く）

【クレーン則第194条】


